
20戸（28m3/日，4000m2）もしくは 10戸（14m3/日，2000m2）

寄付申請

手続き終了

開発地給水申請または消火栓設置依頼

公共へ帰属される土地に布設されるか

施工業者届を提出
監理費納付後，局の監督のもと施工

公共へ帰属

規模以下

規模以上

消火栓設置
必要

上水道給水証明願

承認

完了確認

開発地給水申請

20戸（28m3/日）

寄付申請

公共へ帰属される土地に布設されるか

施工業者届を提出
局の監督のもと施工

公共へ帰属

規模以下

帰属なし

規模以上
消火栓設置

不要

必要

承認

完了確認

～2024年（令和6年）3月31日 2024年（令和6年）4月1日～

手続きの流れ

不要

帰属なし

手続き終了


